
執行機関 
独自利用事務 

根拠 事務の内容 

１ 市長 

条例別表第１項の

市長が別に定める

もの 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定め

る命令（令和６年デジタル庁・総務省令第８号）の表第１項の右欄第

１号から第１０号までに掲げる事務に準ずる事務 

２ 市長 

条例別表第２項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市コミュニティ住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年尼崎

市条例第３１号）第２条第１号に規定するコミュニティ住宅、尼崎市

再開発住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年尼崎市条例第３２

号）第２条第１号に規定する再開発住宅、尼崎市従前居住者用住宅の

設置及び管理に関する条例（平成１０年尼崎市条例第２８号）第２条

第１号に規定する従前居住者用住宅、尼崎市特定公共賃貸住宅の設置

及び管理に関する条例（平成７年尼崎市条例第４７号）第２条第１号

に規定する特定公共賃貸住宅及び尼崎市立尼崎稲葉荘団地の設置及び

管理に関する条例（平成２９年尼崎市条例第１９号）第２条第１号に

規定する稲葉荘団地（以下「コミュニティ住宅等」という。）の管理に

関する事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第５号）第１８条及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条

第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジ

タル庁・総務省令第９号）第５５条各号に掲げる事務に準ずる事務 

３ 市長 

条例別表第３項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年尼崎市条例第２７

号）第５条の規定による受給資格（同条例第４条に規定する受給資格

をいう。）の認定に関する事務、同条例第８条の規定による届出に関す

る事務及び同条例の規定による医療費の助成の額の算定に関する事務 

４ 市長 

条例別表第４項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市在宅高齢者等あんしん通報システム事業実施要綱に基づく尼崎

市在宅高齢者等あんしん通報システム事業の利用者の決定に関する事

務及び当該事業の利用者に係る利用者負担額の算定に関する事務 

５ 市長 

条例別表第５項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市高齢者日常生活用具給付事業要綱に基づく尼崎市高齢者日常生

活用具給付事業の利用者の決定に関する事務及び当該事業の利用者に

係る利用者負担額の算定に関する事務 

６ 市長 

条例別表第６項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市住宅改造費助成事業実施要綱に基づく尼崎市住宅改造費助成事

業の利用者の決定に関する事務及び当該事業の利用者に係る助成金額

の算定に関する事務 

７ 市長 

条例別表第７項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市社会福祉法人等利用者負担軽減実施要綱に基づく尼崎市社会福

祉法人等利用者負担額軽減事業の利用者の決定に関する事務及び当該

事業の利用者に係る利用者負担額の算定に関する事務 

８ 市長 

条例別表第８項の

市長が別に定める

もの 

身体障害者手帳交付に伴う診断料特例給付事業実施要綱に基づく尼崎

市身体障害者手帳交付診断料特例給付事業の利用者の決定に関する事

務 

９ 市長 

条例別表第９項の

市長が別に定める

もの 

尼崎市重度心身障害者（児）介護手当支給要綱に基づく尼崎市重度心

身障害者（児）介護手当支給事業の利用者の決定に関する事務 

１０ 市長 

条例別表第１０項

の市長が別に定め

るもの 

尼崎市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱に基づく尼崎

市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業の利用者の決定に関する事

務 

１１ 市長 

条例別表第１１項

の市長が別に定め

るもの 

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和４５年兵庫県規則

第１７号第３条第１項若しくは第２項、第５条第２項、第６条、第７

条第１項、第８条第１項、第８条の２第１項又は第１０条第１項の規

定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び当該書類に記載され

た事項に係る事実の確認に関する事務 

 


